
　セイヨ　　　タロウ

問い合わせ先

年 月 日 年 月 日 西予市役所　市民課　市民係

☎０８９４（６２）６４０５（課直通）
連

絡

先

電話　　0894　（　62　）　****

自宅・勤務先〔　　　　　　　　〕・携帯

    西予市宇和町卯之町三丁目４３４番地１

　　　　　　　　　同上

　　八幡浜市北浜1丁目１

　　西予市宇和町卯之町三丁目４３４番地１

親権者　（□母　□養母）

○
署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
し
て
く
だ
さ
い

昭和 34 年 8 月 22 日 昭和 36

届 出 人

（転籍する人が十五歳未満のときに書いてください）

資 格 親権者（□父　□養父）□未成年後見人

住 所
番地
番　　　　　号

本 籍
番地
番

筆頭者
の氏名

番地
番

筆頭者
の氏名

署 名

(※押印は任意）

生 年 月 日

印

そ
の
他

ミンコ

民子

お
な
じ
戸
籍
に
あ
る
人

筆頭者 配偶者
届 出 人 署 名

( ※ 押 印 は 任 意 ）

生 年 月 日

西予　太郎 印 西予　花子 印

年 11 月 15 日

番地
番　　　　　号

印

配偶者 ハナコ

※　届出地について
　　 本籍地、住所地、所在地のいずれかの市区町村です。
　　 この届は土、日、祝祭日でも届け出ることができます。

※　届出人について
　　 届出人は戸籍の筆頭者及びその配偶者の双方です。
　　 届出人の作成した届書を持参する方は、届出人でなくても
　　 かまいませんが、訂正の必要が生じた場合は、届出人にご
　　来庁いただくことがあります。

※　届書は鉛筆や消えやすいインク(消せるボールペンなど)で
     書かないでください。

※　戸籍の届出は、原則２４時間３６５日受付を行っています。
     しかし、届出書の記載内容に不備がある場合や、各種手続き
　　が 発生する場合は、改めて市役所開庁時間内に来庁していた
　　だくことがあります。

ゴロウ

吾郎

花子

タロウ
（住所・・・住民登録をしているところ）

西予市宇和町卯之町三丁目４３４
番地
番 1

太郎

新 し い 本 籍

筆頭者
（フリガナ）

（名）

住 民 票 通　　知

長　殿

西予市明浜町高山甲３６５７
番地
番

本 籍 （フリガナ）

受 理　　　令和　　　年　　　月　　　日 受 理　　　令和　　　年　　　月　　　日

転 籍 届 第　　　　　　　　　　　　　号

受 理　　　令和　　　年　　　月　　　日 長　印

筆頭者
の氏名 西予　太郎

令和　　年　　 月　　 日届出 第　　　　　　　　　　　　　号

書類調査 戸籍記載 記載調査 附　　票

転籍届の記入例

変更前の本籍を記入してください。

筆頭者の氏名を記入してください。

新しく定める本籍を記入してください。

届出人以外に同籍者があれば、
名前（名のみ）・住所・世帯主氏名
を記入します。

たとえ住所が別であっても同籍者の
本籍も変更となります。

夫婦の一方が死亡等に
よって既に除籍されている
ときは、その生存配偶者の
みから届出することができ
ます。

夫婦の双方がともに除籍さ
れているときは、他の在籍
者からの転籍の届出はで
きません。

日中連絡の取れる電話番号を
ご記入ください。

※ ご持参いただくもの

① 転籍届書(１通)

② 本人確認書類 （必要な場合があります）

*運転免許証、マイナンバーカード等

*顔写真がない証明の場合は２点必要です。

（健康保険証、国民年金手帳等)

筆頭者及び配偶者が届出人です。
※必ず本人が署名してください。

戸籍届出の押印が不要となり、届出人
の署名のみで届出ができるようになりま
した。なお、届出人の意向により、任意
に押印することは可能です。


